
参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

令和８年４月２日 

 

北九州市総務市民局給与課 

 

１． 当該公募の趣旨 

 本業務については、過重労働による健康障害の未然防止ならびに脳血管・心疾患のリス

ク管理を目的に、労働安全衛生法第66条の8に定められる「長時間労働者への医師によ

る面接指導」として実施するもの。そのため、本業務については、下記の（１）から（２）の条

件が求められる。それらを満たす機関が他にないという理由により、特定の者を相手方と

する契約手続きを行う予定としているが、当該特定の者以外の者で、下記の応募要件を満

たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を求

める公募を実施するものである。 

（１） この業務は、産業医により保健指導を実施し、必要に応じて各検査項目について健

康診断を実施するものである。そのため、産業医の資格を持ち、北九州市の産業医と

して任命できる医師が在籍していること 

(2) 北九州市内で胸部超音波、頸部超音波、血液検査等の多岐にわたる検査項目を検

査・分析できる機器が揃っていること。また、保健指導を受ける職員すべてに対応でき

るスタッフがそろい、精度の高い検診が期待できること 

  公募の結果、応募がない場合、応募があっても３．の応募要件を満たすと認められる者が

いない場合、応募要件を満たすと認められる者がすべて辞退した場合は、特定の者との随

意契約の手続きに移行する。 

  なお、３．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合は、指名競争入札又は企画競争

を実施する予定である。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名    

過重労働による健康障害防止のための保健指導等業務委託 

（２）業務内容 

ア 産業医による保健指導 

（ア） 保健指導対象職員の面談スケジュール管理 

（イ）  保健指導の実施 

イ 産業医の判断による健康診断 

   保健指導産業医が必要を認めた職員への健康診断の実施（検査項目：負荷心電図

検査、胸部超音波検査、頸部超音波検査、血圧検査、血液検査Ａ（血中脂質検査



〈総コレステロール・中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール〉、血糖検

査、ヘモグロビンＡ１ｃ検査）、血液検査Ｂ（ヘモグロビンＡ１ｃ検査)、微量アルブミン

尿検査 

ウ 報告書作成及び結果報告 

（３）履行期間 

令和８年５月１日から令和９年３月３１日 

 

３．応募要件 

 （１）基本的要件 

    ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

であること。 

    イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平 

成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名

簿」という。）に記載されていること。 

    ウ 有資格業者名簿において「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされていること、及び有資 

格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内であること。 

    エ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （２）基本的要件以外の要件 

    的確な保健指導の技術を有する、産業医の資格を持つ医師が在籍し、北九州市の産 

業医として任命できること。かつ、産業医が必要を認めた職員への健康診断の実施が 

確実にできること。 

 

４．手続き等 

 （１）契約担当課（問い合わせ先） 

    住所     北九州市小倉北区城内１－１ 

    担当課名  総務市民局人事部給与課（担当：萬徳） 

    電話番号  ０９３－５８２－２２２２ FAX番号 ０９３－５６１－１３６４ 

 （２）説明書等の交付期間、場所及び方法 

    ア 交付期間  

令和８年４月３日から令和８年４月１６日までの（土曜日、日曜日、国民の祝日を除

く）毎日、８時３０分から１７時１５分まで  

    イ 交付場所 

      （１）に同じ。 

    ウ 交付方法 

      交付場所において配布します。 

    エ 交付書類 



      説明書、参加意思確認書 

 （３）参加意思確認書の提出期間、場所及び方法 

    ア 提出期間  

令和８年４月３日から令和８年４月１６日までの（土曜日、日曜日、国民の祝日を除

く）毎日、８時３０分から１７時１５分まで  

    イ 提出場所 

      （１）に同じ。 

    ウ 提出方法 

      応募者は、「参加意思確認書」に応募要件を満たすことを証する書類を作成添付し、

提出期限までに直接持参すること。 

 （４）その他 

ア 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行うこと

となった当該業務委託の指名競争入札又は企画競争を中止する場合がある。 

イ 詳細は説明書による。 


